
 

 

正誤表 

 

「第 58表 課税標準の特例等に関する調（つづき）（法定免税点以上のもの）」につきまして 

   下記のとおり訂正いたします。 

    閲覧者の皆さまにご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございませんでした。 

 

   【訂正前】 

     行番号 900 （５）家屋    ３１，８９３ 

     行番号 910 （５）家屋     ８，０００ 

        

　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　地　目　 等
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第 58表 　 課 税標 準 の 特 例 等 に 関 す る 調 （ つ づ き ）

（法 定 免 税 点 以 上 の も の ）
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【訂正前】

 

【訂正後】 

     行番号 900 （５）家屋    ２２，３２１ 

     行番号 910 （５）家屋    １７，５７１ 

 

　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　地　目　 等

　　区　　 分
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第 58表 　 課 税標 準 の 特 例 等 に 関 す る 調 （ つ づ き ）

（法 定 免 税 点 以 上 の も の ）
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【訂正後】

 


